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建設業法令遵守ガイドライン
改正案 新旧対照表

（傍線部分は変更部分）

改 正 案 （平成 29 年３月） 現 行 （最終改正：平成 26 年 10 月） 備 考

はじめに はじめに

少子高齢化により労働力人口が減少する中、建設業は現在、若 建設産業は、激しい競争の時代に突入し、過剰供給構造にある

年入職者の減少や就業者の高齢化が進行するなどの構造的な問題 建設業にとって、適正な競争を通じて、技術と経営に優れた企業

に直面しています。将来にわたってインフラ整備を支える担い手 が生き残り伸びていくことが求められています。しかしながら、

を確保するためには、処遇改善等を通じて、建設業への若年層の 建設業においては、従来から、適切な施工能力を有しない、いわ

入職が促進されることが必要です。 ゆるペーパーカンパニーなどの不良・不適格業者の存在を始め、

そのような状況下、経済の好循環を実現するため、政府が一体 一括下請負、技術者の不専任、不適正な元請下請関係等の法令違

となって、元請下請間の取引の適正化に取り組んでいるところで 反が問題となっています。このような状況下で、建設業に対する

す。 国民の信頼の回復、建設業の魅力の向上のため、建設業者が法令

遵守を徹底することが求められております。

平成１９年６月に本ガイドラインを策定し、元請下請間の取引 既に、一括下請負、技術者の不専任については「一括下請負の

適正化を推進してきたところですが、赤伝処理等による一方的な 禁止について（平成４年１２月１７日建設省経建発第３７９号）」

代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更 及び「監理技術者制度運用マニュアルについて（平成１６年３月

契約の締結拒否、下請負人の責によらないやり直し工事の強制、 １日国総建第３１５号）」が定められているところですが、不当に

正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人へのしわ 低い請負代金、指値発注、赤伝処理等の不適正な元請下請関係に

寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところです。 ついては、どのような行為が法令に違反するかを示した通達等が

また、こうした状況は、技能労働者への適切な賃金水準が確保で 定められておらず、違法であるという認識のないまま法令違反行

きなくなるなど、建設産業が持続的な発展を遂げる上での阻害要 為が繰り返されている可能性があります。

因になりかねません。

本ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下 本ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下

請契約が発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法（昭 請契約が発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法（昭

和２４年法律第１００号）に基づく請負契約であり、契約を締結 和２４年法律第１００号）に基づく請負契約であり、契約を締結

する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、 する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、
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また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が

建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知に 建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知に

よる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の よる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の

構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としていま 構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としていま

す。 す。

なお、本ガイドラインについては、できるだけ多くの事例を対 なお、本ガイドラインについては、できるだけ多くの事例を対

象にすることを考えており、今後、随時更新を重ね、充実させる 象にすることを考えており、今後、随時更新を重ね、充実させる

こととしています。 こととしています。

１．見積条件の提示（建設業法第２０条第３項） １．見積条件の提示（建設業法第２０条第３項）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件によ ①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件によ

り下請負人に見積りを行わせた場合 り下請負人に見積りを行わせた場合

②元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定し

たり、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた

場合

③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問 ②元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問

を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした

場合 場合

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

④元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見 ③元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見

積期間を３日として下請負人に見積りを行わせた場合 積期間を３日として下請負人に見積りを行わせた場合

上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２０条第３項に違 上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第２０条第３項に違

反するおそれがあり、④のケースは同項に違反する。 反するおそれがあり、③のケースは同項に違反する。

（略） （略）
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２．書面による契約締結 ２．書面による契約締結

２－１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９ ２－１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９

条の３） 条の３）

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合 ①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合

②下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を ②下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を

満たさない契約書面を交付した場合 満たさない契約書面を交付した場合

③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の ③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の

締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契 締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契

約書面を相互に交付した場合 約書面を相互に交付した場合

④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契

約約款を添付せずに、注文書と請書のみ（又はいずれか一方

のみ）で契約を締結した場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条第１項に違 上記①から③のケースは、いずれも建設業法第１９条第１項に違

反する。 反する。

（１）契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要 （１）契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対 建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対

等な立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定 等な立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定

められた下記（２）の①から⑭までの１４の事項を書面に記載し、 められた下記（２）の①から⑭までの１４の事項を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととな 署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととな

っている。 っている。

契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除 契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除

き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。 き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。

建設業法第１９条第１項において、建設工事の請負契約の当事 建設業法１９条第１項において、建設工事の請負契約の当事者

者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付す に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべ

べきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保 きことを求めているのは、請負契約の明確性及び、正確性を担保

し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の

内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の「片 内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の「片

務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。 務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。
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（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）

２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条 ２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条

第２項、第１９条の３） 第２項、第１９条の３）

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

①下請工事に関し追加工事又は変更工事（以下、「追加工事等」 ①下請工事に関し追加工事又は変更工事（以下、「追加工事等」

という。）が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行 という。）が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行

わなかった場合 わなかった場合

②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は ②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は

工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合 工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合

③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、 ③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、

発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下 発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下

請契約の変更に応じなかった場合 請契約の変更に応じなかった場合

④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請 ④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請

工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内 工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内

に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合 に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合

に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合 に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合

により変更の契約締結を行わなかった場合 により変更の契約締結を行わなかった場合

⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定してい

るにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落

を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負

人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合

上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第１９条第２項に 上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条第２項に

違反する。また、①から④のケースは必要な増額を行わなかった 違反するほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第１９条

場合、⑤のケースは契約どおりの履行を行わなかった場合には、 の３に違反するおそれがある。

同法第１９条の３に違反するおそれがある。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）
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２－３ 工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第 ２－３ 工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第

１９条の３） １９条の３）

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工

工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用 事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増

が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書 加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面に

面による変更契約を行わなかった場合 よる変更契約を行わなかった場合

②元請負人が下請負人に工事数量の追加を指示したことにより、

下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわら

ず、工期の延長について元請負人が下請負人からの協議に応

じず、書面による変更契約を行わなかった場合

上記①及び②のケースは、建設業法第１９条第２項に違反する 上記のケースは、建設業法第１９条第２項に違反するほか、必

ほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第１９条の３に違 要な増額を行わなかった場合には同法第１９条の３に違反するお

反するおそれがある。 それがある。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

３．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３） ３．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との ①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との

協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る 協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る

額で下請契約を締結した場合 額で下請契約を締結した場合

②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において ②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において

不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人と 不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人と

の従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した の従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した

場合 場合

③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に ③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に

対し追加工事を施工させた場合 対し追加工事を施工させた場合

④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した ④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した
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場合 場合

⑤元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称し

て、一方的に減額して下請契約を締結した場合

⑥下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれている

にもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を

一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができ

ない金額で下請契約を締結した場合

⑦下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積

もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した

見積書に基づき契約を締結した場合

⑧元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、

下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請

契約を締結した場合

上記①から⑧のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違 上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違

反するおそれがある。 反するおそれがある。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

４．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の ４．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の

３、第２０条第３項） ３、第２０条第３項）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協 ①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協

議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保 議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保

護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契 護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契

約を締結した場合 約を締結した場合

②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人に ②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人に

よる見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定 よる見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定

し、その額で下請契約を締結した場合 し、その額で下請契約を締結した場合

③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出され ③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出され

た見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として た見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として
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決定し、その額で下請契約を締結した場合 決定し、その額で下請契約を締結した場合

④元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されてい

る労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的

に一律○％を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額

で下請契約を締結した場合

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

⑤元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段 ④元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段

階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事 階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事

終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請 終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請

代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場 代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場

合 合

⑥元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けるこ ⑤元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けるこ

となく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の となく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の

判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合 判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合

上記①から⑥のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違 上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違

反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する 反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する

おそれがある。また、⑤のケースは同法第１９条第１項に違反し、 おそれがある。また、④のケースは同法第１９条第１項に違反し、

⑥のケースは同法第２０条第３項に違反する。 ⑤のケースは同法第２０条第３項に違反する。

（略） （略）

５．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第１９条の４）（略） ５．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第１９条の４）（略）

６．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９ ６．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９

条の３） （略） 条の３） （略）

７．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第 ７．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第
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２０条第３項） （略） ２０条第３項） （略）

８．工期（建設業法第１９条第２項、第１９条の３） ８．工期（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め ①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め

に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れ に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れ

が生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなっ が生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなっ

た場合において、これに伴って発生した増加費用について下 た場合において、これに伴って発生した増加費用について下

請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負 請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負

人に負担させた場合 人に負担させた場合

②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め ②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め

に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足 に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足

し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、 し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、

元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人 元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人

と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、そ と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、そ

の費用を一方的に下請負人に負担させた場合 の費用を一方的に下請負人に負担させた場合

③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延 ③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延

長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負 長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負

人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していた 人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していた

にもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的 にもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的

に下請負人に負担させた場合 に下請負人に負担させた場合

④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期を

そのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って

発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違 上記①から③のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違

反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する 反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する

おそれがある。また、①から③のケースで変更契約を行わない場 おそれがある。また、いずれのケースも変更契約を行わない場合

合には、建設業法第１９条第２項に違反する。 には、建設業法第１９条第２項に違反する。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
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９．支払保留・支払遅延（建設業法第２４条の３、第２４条の５） ９．支払保留（建設業法第２４条の３、第２４条の５）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び ①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び

元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負 元請負人への引渡し終了後、元請負人が下請負人に対し、長

人からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人 期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない場合

に対し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合

②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等につ ②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等につ

いて、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡し いて、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡し

を終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了 を終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了

（発注者への完成引渡しが終了）するまでの長期間にわたり （発注者への完成引渡しが終了）するまでの長期間にわたり保

保留金として下請代金の一部を支払わない場合 留金として下請代金の一部を支払わない場合

③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現 ③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現

場まで保留金を持ち越した場合 場まで保留金を持ち越した場合

④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を

受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払

を受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、

支払を受けた日から１月以内に支払わない場合

上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２４条の３及び 上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２４条の３及び

第２４条の５に違反するおそれがあり、④のケースは同法第２４ 第２４条の５に違反するおそれがある。

条の３に違反するおそれがある。

下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わさ 下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わさ

れた下請契約に基づいて適正に支払われなければならない。 れた下請契約に基づいて適正に支払われなければならない。

建設業法第２４条の３で、元請負人が注文者から請負代金の出 建設業法第２４条の３で、元請負人が注文者から請負代金の出

来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたとき 来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたとき

は、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に は、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に

対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代 対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代

金を、支払を受けた日から１月以内で、かつ、できる限り短い期 金を、支払を受けた日から１月以内で、かつ、できる限り短い期

間内に支払わなければならないと定められている。 間内に支払わなければならないと定められている。
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また、建設業法第２４条の５では、元請負人が特定建設業者で また、建設業法第２４条の５では、元請負人が特定建設業者で

あり下請負人が一般建設業者（資本金額が 4,000 万円以上の法人 あり下請負人が一般建設業者（資本金額が 4,000 万円以上の法人

であるものを除く。）である場合、発注者から工事代金の支払があ であるものを除く。）である場合、発注者から工事代金の支払があ

るか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から るか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から

起算して５０日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期 起算して 50 日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日

日を定め下請代金を支払わなければならないと定められている。 を定め下請代金を支払わなければならないと定められている。そ

そのため、特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文 のため、特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文者

者から出来高払又は竣工払を受けた日から１月を経過する日か、 から出来高払い又は竣工払を受けた日から１月を経過する日か、

下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して５０日以内で定 下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して 50 日以内で定め

めた支払期日のいずれか早い期日となる。 た支払期日のいずれか早い期日となる。

なお、建設業者は、下請工事の目的物の引渡しを受けた年月日

を記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければならない（３１

ページ「１１．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存」

参照）。

（１）正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反 （略） （１）正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反 （略）

（２）望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うこと （略）（２）望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うこと （略）

10．長期手形（建設業法第２４条の５第３項） 10．長期手形（建設業法第２４条の５第３項）

（略） （略）

（２）下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること （２）望ましくは手形期間は１２０日を超えないこと

元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金 元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金 下請代金の支払手段の見直し

を手形等で支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコス を手形で支払う場合には、元請負人は下請負人に対し手形期間が を反映。

トについて、下請負人の負担とすることのないよう、これを勘案 １２０日を超えない手形を交付することが望ましい。

した下請代金の額を元請負人と下請負人で十分協議して決定する

こととし、手形期間については、１２０日を超えないことは当然

として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以内

とするよう努める必要がある。（３７ページ「12 －４．下請代金

の支払手段について」参照。）
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11．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法 11．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法

第４０条の３） 第４０条の３）

（略） （略）

（２）帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に （２）帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に

関する事項などを記載することが必要 関する事項などを記載することが必要

帳簿に記載する事項は以下のとおりである（建設業法施行規則 帳簿に記載する事項は以下のとおりである（建設業法施行規則

第２６条第１項）。 第２６条第１項）。

① ～ ③ （略） ① ～ ③ （略）

④ 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項 ④ 下請負人と締結した下請契約に関する事項

・ （略） ・ （略）

⑤ （略） ⑤ （略）

（３）帳簿には契約書などを添付することが必要 （３）帳簿には契約書などを添付することが必要

帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付 帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付

しなければならない（建設業法施行規則第２６条第２項、第７項）。しなければならない（建設業法施行規則第２６条第２項、第６項）。

また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書類 また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書類

を添付する。 を添付する。

ア （略） ア （略）

イ 自社が、発注者から直接請け負った建設工事について、公 イ 特定建設業者が元請工事について、3,000 万円（建築一式 政令改正を反映。

共工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設 工事の場合 4,500 万円。一次下請負人への下請代金の総額で

工事にあっては下請契約の総額が 4,000 万円（建築一式工事 判断。）以上の下請契約を締結した場合は、工事完成後（建設

の場合は 6,000 万円。）以上となる場合は、工事完成後（建設 業法施行規則第２６条第３項）に施工体制台帳のうち以下に

業法施行規則第２６条第３項）に施工体制台帳のうち以下に 掲げる事項が記載された部分を添付

掲げる事項が記載された部分を添付 ・ 自社が実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名及びそ

・ 自社が実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術 の有する監理技術者資格

者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資
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格

・ 自社が主任技術者又は監理技術者以外に専門技術者を置 ・ 自社が監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、そ

いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建 の者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及

設工事の内容及びその有する主任技術者資格 びその有する主任技術者資格

・ 下請負人の商号又は名称及び許可番号 ・ 下請負人の商号又は名称及び許可番号

・ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期 ・ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期

・ 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及 ・ 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及

びその有する主任技術者資格 びその有する主任技術者資格

・ 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、 ・ 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、

その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容 その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容

及びその有する主任技術者資格 及びその有する主任技術者資格

（４）発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごと （４）発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごと

に、営業に関する図書を１０年間保存することが必要 に、営業に関する図書を１０年間保存することが必要

発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、 発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、

以下の営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたと 以下の営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたと

きから１０年間保存しなければならないとされている。（建設業法 きから１０年間保存しなければならないとされている。（建設業法

施行規則第２６条第５項、第８項、第２８条第２項） 施行規則第２６条第５項、第８項、第２８条第２項）

① 完成図（建設業者が作成した場合又は発注者から受領した ① 完成図（建設業者が作成した場合又は発注者から受領した

場合のみ。） 場合のみ。）

② 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録（相互に交付 ② 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録（相互に交付

したものに限る。） したものに限る。）

③ 施工体系図（法令上施工体系図の作成が義務付けられてい ③ 施工体系図（発注者から直接請け負った建設工事について、政令改正を反映。

る場合のみ（公共工事にあっては下請契約を締結した場合、 3,000 万円（建築一式工事の場合 4,500 万円。一次下請負人

それ以外の建設工事にあっては下請契約の総額が 4,000 万円 への下請代金の総額で判断。）以上の下請契約を締結した特定

（建築一式工事の場合は 6,000 万円。）以上となる場合。）。） 建設業者の場合のみ。）

※平成２０年１１月２８日以降に引渡をしたものから適用。 ※平成２０年１１月２８日以降に引渡をしたものから適用。

なお、上記の図書は電磁的記録によることも可能。 なお、上記の図書は電磁的記録によることも可能。
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12．関係法令 12 関係法令

12 －１ 独占禁止法との関係について 12 －１ 独占禁止法との関係について

（略） （略）

⑤ 「９．支払保留・支払遅延」に関しては、認定基準の３に掲 ⑤ 「８．支払保留」に関しては、認定基準の３に掲げる「注文

げる「注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払」及び認 者から支払を受けた場合の下請代金の支払」及び認定基準の４

定基準の４に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」 に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」

⑥ 「１０．長期手形」に関しては、認定基準の５に掲げる「交 ⑥ 「９．長期手形」に関しては、認定基準の５に掲げる「交付

付手形の制限」 手形の制限」

12 －２ 社会保険・労働保険について 12 －２ 社会保険・労働保険について

社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度 社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度

である。このため、社会保険、労働保険は強制加入の方式がとら である。このため、社会保険、労働保険は強制加入の方式がとら

れている。 れている。

健康保険と厚生年金保険については、法人の場合にはすべての 健康保険と厚生年金保険については、法人の場合にはすべての

事業所について、個人経営の場合でも常時５人以上の従業員を使 事業所について、個人経営の場合でも常時５人以上の従業員を使

用する限り、必ず加入手続を行わなければならない。また、雇用 用する限り、必ず加入手続を行わなければならない。また、雇用

保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわら 保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわら

ず、労働者を１人でも雇用する限り、必ず加入手続をとらなけれ ず、労働者を１人でも雇用する限り、必ず加入手続をとらなけれ

ばならない。 ばならない。

これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならな これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならな

い法定福利費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必 い法定福利費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必

要と認められる原価」に含まれるものである。 要と認められる原価」に含まれるものである。

このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必 このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必

要経費として適正に確保する必要がある。 要経費として適正に確保する必要がある。

建設業者は、建設業法第２０条第１項において、建設工事の経 下請負人は、見積書に法定福利費相当額を明示すべきであり、

費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならない 下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかか

こととされている。このため、下請負人は自ら負担しなければな わらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的

らない法定福利費を適正に見積もり、標準見積書の活用等により に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請

法定福利費相当額を内訳明示すべきであり、下請負人の見積書に 負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満た

法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が ない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっ

これを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定 ては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反
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福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、そ するおそれがある。

の結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合

には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１

９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。

また、社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられてい また、社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられてい

るので、保険未加入業者は、その情状によっては、建設業法第２ るので、保険未加入業者は、その情状によっては、建設業法第２

８条第１項第３号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業 ８条第１項第３号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業

者として不適当」に該当するおそれがある。 者として不適当」に該当するおそれがある。

○詳しくは、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

参照。

12 －３ 労働災害防止対策について （略） 12 －３ 労働災害防止対策について （略）

12 －４ 下請代金の支払手段について （新設）

経済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件

を改善していくことが重要である。

こうした問題意識の下、政府は、平成２７年１２月に「下請等

中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」を設置し、

大企業・下請等中小企業双方に対する実態調査を行い、取引条件

改善に必要な検討を行ってきた。その中で、手形等（手形と併せ

て、一括決済方式及び電子記録債権を含む。以下同じ。）による下

請代金の支払問題が重要課題の一つに上げられ、「未来への投資を

実現する経済対策」（平成２８年８月２日閣議決定）でも言及され

ているところである。

手形の支払サイトについては、「下請代金の支払手形のサイト短

縮について」（昭和４１年３月１１日付け４１公取下第１６９号・

４１企庁第３３９号。公正取引委員会事務局長・中小企業庁長官。

平成２８年１２月１４日廃止）の発出以後、手形取引の交換高、

枚数ともに大幅に減少しているが、なお多くの企業が手形等によ
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る下請代金の支払を行うとともに、そのサイトは十分には短縮さ

れていないのが現状である。

また、下請事業者が手形等を現金化する際の割引料等のコスト

については、ほとんどの場合、下請事業者の負担となっており、

結果として、下請事業者は、手形等により下請代金の支払を受け

た場合に、これを現金化すると額面どおりの現金を受領できない

状況にある。

これらの点を踏まえ、政府としては、下請代金支払遅延等防止

法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払に係る

考え方を改めて整理し、下請取引の適正化に努めるよう産業界に

要請したものである（平成２８年１２月１４日付け２０１６１２

０７中第１号・公取企第１４０号。中小企業庁長官・公正取引委

員会事務総長）。

その内容は、次のとおりである。

親事業者による下請代金の支払については、以下によるものと

する。

１ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

２ 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にか

かる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とするこ

とがないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下

請事業者で十分協議して決定すること。

３ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業

９０日以内、その他の業種１２０日以内とすることは当然と

して、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以

内とするよう努めること。


